
医政支発 0331 第４号 

令和７年３月 31 日 

 

 

各都道府県医政主管部（局）長 殿 

 

 

 厚生労働省医政局医療経営支援課長 

（公 印 省 略） 

 

認定医療法人及び特定医療法人の認定又は承認要件の見直し等について 

 

 令和７年度税制改正の大綱（令和６年 12月 27日閣議決定）において、認定医療法

人及び特定医療法人に関する「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額

の 100分の 80を超えること」との認定又は承認要件（以下「認定要件等」という。）

について、「社会保険診療等に係る収入金額」の範囲に補助金等に係る収入金額を加

えるとともに、「全収入金額」を医療保健業務による収入金額とする等とされたこと

を受け、当該認定要件等を定める医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)及び租

税特別措置法施行令第 39条の 25第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と

協議して定める基準(平成 15 年厚生労働省告示第 147 号)の改正を行い、その改正内

容については、本年３月 31日付の「『医療法施行規則の一部を改正する省令』の公布

等について」（令和７年医政発 0331 第 76 号厚生労働省医政局長通知）により通知し

たところです。 

 これを受けて、関係する通知について下記第１のとおり改正し、本年４月１日から

適用することといたしますので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努め

るとともに、貴管下の医療法人に周知していただきますようお願いいたします。 

 また、その他の既往通知についても下記第２のとおり所要の改正を行い、本年４月

１日から適用することといたしますので、併せて適正な運用に努めるとともに、貴管

下の医療法人に周知していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 特定医療法人の承認及び移行計画の認定に係る改正について 

○「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大

臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」 

 （平成 15年医政指発第 1009001号）                 別添１ 

○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 

（平成 29年医政支発 0929第 1号）                 別添２ 

 

第２ その他の改正について 

○「医療法人における事業報告書等の様式について」 

（平成 19年医政指発第 0330003号）                 別添３ 

 ○「地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について」 

  （平成 29年医政支発 0217第３号）                 別添４ 

Administrator
ハイライト表示



第３ 施行期日等 

上記の改正通知は本年４月１日より適用する。ただし、認定医療法人及び特定医

療法人に係る改正後の要件については、医療法人の令和７年４月１日以降に始まる

会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従

前の例によることとする。 

したがって、当該要件の適用時期については、医療法人ごとに異なることに注意

すること。 

 



別添３ 

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成 19年３月 30日医政指発第 0330003号）の一部改正 

（下線の部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

 

１～３ （略） 

 

４ 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 33 条の２の 12 第１項

第１号に掲げる方法により法第 52 条第１項の届出を行う場合には、公認会

計士等の監査報告書を除き、医療法人経営情報データベースシステム（ＭＣ

ＤＢ）からダウンロードした様式により取り扱われたいこと。 

  また、ＭＣＤＢにおいて、Ｗｅｂ画面上の様式に直接情報を入力する方法

によることも可能とすること。 

  なお、ＭＣＤＢから様式をダウンロードする手順、様式をアップロードす

る手順及びＷｅｂ画面上の様式に直接情報を入力する手順については、別途

配布するマニュアル（医療法人用・都道府県用）を参照されたいこと。 

 

様式１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３ （略） 

 

４ 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 33 条の２の 12 第１項

第１号に掲げる方法により法第 52 条第１項の届出を行う場合には、公認会

計士等の監査報告書を除き、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）か

らダウンロードした様式により取り扱われたいこと。 

 

 

  なお、Ｇ－ＭＩＳから様式をダウンロードする手順については、別途配布

するマニュアル（医療法人用・自治体用）を参照されたいこと。 

 

 

様式１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式４－１ 様式４－１

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円） （単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益 Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益 Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益 １　事　業　収　益

２　事　業　費　用 ２　事　業　費　用

(１)事　　業　　費 (１)事　　業　　費

(２)本　　部　　費 (２)本　　部　　費

Ｂ　附帯業務事業損益 Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益 １　事　業　収　益

２　事　業　費　用 ２　事　業　費　用

Ｃ　収益業務事業損益 Ｃ　収益業務事業損益

１　事　業　収　益 １　事　業　収　益

２　事　業　費　用 ２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益 Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用 Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益 Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失 Ⅴ　特　別　損　失

 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。  (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
　　　２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で 　　　２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で
　　　　あると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を 　　　　あると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を

　　　　示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。 　　　　を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

その他の特別損失 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

その他の特別利益 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

固 定 資 産 売 却 損 　　　　　　　×××

固 定 資 産 売 却 益 　　　　　　　×××

改正後

その他の事業外費用 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

経 常 利 益 　　　　　　　×××

その他の事業外収益 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

支 払 利 息 　　　　　　　×××

受 取 利 息 　　　　　　　×××

科　　　　　　　　　　目

収益業務事業利益 　　　　　　　×××

事 業 利 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

附帯業務事業利益 　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　令和　　年　　月　　日　　至　令和　　年　　月　　日）

金　　　　　　額

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　令和　　年　　月　　日　　至　令和　　年　　月　　日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

本来業務事業利益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

附帯業務事業利益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

収益業務事業利益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

受 取 利 息 　　　　　　　×××

事 業 利 益

その他の事業外収益 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

支 払 利 息 　　　　　　　×××

その他の事業外費用 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

経 常 利 益 　　　　　　　×××

固 定 資 産 売 却 益 　　　　　　　×××
その他の特別利益 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

固 定 資 産 売 却 損 　　　　　　　×××
その他の特別損失 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

税 引 前 当 期 純 利 益 　　　　　　　×××
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 　　　　　　　×××
法 人 税 等 調 整 額 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××
当 期 純 利 益 　　　　　　　××× 当 期 純 利 益 　　　　　　　×××

改正前

税 引 前 当 期 純 利 益 　　　　　　　×××
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 　　　　　　　×××
法 人 税 等 調 整 額 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

本来業務事業利益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



 

様式４－２、５ （略） 

 

様式６ 

監 事 監 査 報 告 書 

 

 

医療法人○○会 

理事長 ○○ ○○  殿 

 

 

 私（注１）は、医療法人○○会の令和○○会計年度（令和○○年○○月○○

日から令和○○年○○月○○日まで）の業務及び財産の状況等について監査

を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。 

 

 

監査の方法の概要 

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務

の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設にお

いて業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告

書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照

表及び損益計算書（注２）の監査を実施しました。 

 

記 

 

 

様式４－２、５ （略） 

 

様式６ 

監 事 監 査 報 告 書 

 

 

医療法人○○会 

理事長 ○○ ○○  殿 

 

 

 私（注１）は、医療法人○○会の令和○○会計年度（令和○○年○○月○○

日から令和○○年○○月○○日まで）の業務及び財産の状況等について監査

を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。 

 

 

監査の方法の概要 

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務

の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設にお

いて業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告

書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照

表及び損益計算書（注２）の監査を実施しました。 

 

記 

 



監査結果 

(1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に準拠して、作成されているも

のと認めます。 

(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合

致しているものと認めます。 

(3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に準拠して、作成されているもの

と認めます。 

(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に

違反する重大な事実は認められません。 

 

 

令和○○年○○月○○日 

医療法人○○会 

監事 ○○ ○○  

監事 ○○ ○○  

 

 

（注１）監査人が複数の場合には、「私たち」とする。 

（注２）関係事業者との取引がある医療法人については、「財産目録、貸借対

照表、損益計算書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書」、社

会医療法人債を発行する医療法人については、「財産目録、貸借対照表、

損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表」、医療法第 51 条第２項に規定する医療法人については、「財産

目録、貸借対照表及び損益計算書（医療法人会計基準第３条に規定する

重要な会計方針の記載及び第 22 条に規定する貸借対照表等に関する注

記を含む）、純資産変動計算書及び附属明細表」とする。 
 

監査結果 

(1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示

しているものと認めます。 

(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合

致しているものと認めます。 

(3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正

しく示しているものと認めます。 

(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に

違反する重大な事実は認められません。 

 

 

令和○○年○○月○○日 

医療法人○○会 

監事 ○○ ○○  

監事 ○○ ○○  

 

 

（注１）監査人が複数の場合には、「私たち」とする。 

（注２）関係事業者との取引がある医療法人については、「財産目録、貸借対

照表、損益計算書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書」とし、

社会医療法人債を発行する医療法人については、「財産目録、貸借対照

表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附

属明細表」とする。 

 


